
ＪＲ東海労申第１０号

２０１９年９月２７日

東海旅客鉄道株式会社

代表取締役社長 金子 慎 殿

ＪＲ東海労働組合     

中央執行委員長 木下 和樹

「基本協約・協定改訂」に関する申し入れ

2019 年度基本協約・協定改訂団体交渉について、8月 20 日の第 1回団体交渉から、

回答後の再申し入れに基づき開催した第９回団体交渉まで、約 1 ヶ月間に渉って会

社と議論してきたが、会社は組合の要求を一切認めなかった。

「新しい人事・賃金制度等」の見直し、「運輸所の年次有給休暇の請求手続き」

の変更については合意できないが、他については合意し、妥結する。従って、下記の

通り申し入れるので、団体交渉を開催すること。

記

１.「新しい人事・賃金制度等」の見直しに関する項目と「運輸所の年次有給休暇

の請求手続き」の変更以外の基本協約の内容で労働協約化し、締結すること。

以 上


